
 

 

 

 

 

 

 

 

岩内・寿都地方消防組合 

人事給与システム導入業務 

公募型プロポーザル実施要領 
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岩内・寿都地方消防組合 

 

 

 

 



 岩内・寿都地方消防組合人事給与システム導入業務の内容並びに同業務に係る公募型

プロポーザルの各種手続き、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。 

 

１ 目的 

  当組合において、新たに人事給与システム（以下「システム」という）を導入する

ことを目的としており、システムの導入にあたっては、操作性や機能性に優れ、事務

の効率化による職員の負担軽減が実現可能であるとともに、導入及びその後の保守等

について、トータルコストの削減を実現できるシステムの導入を目指している。 

  この導入に際して、実績豊富な人事給与システム導入業者を採用し、円滑かつ支障

なく適正に導入できるよう、当該業務を実施するものとする。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業務名  

岩内・寿都地方消防組合人事給与システム導入業務（以下「本業務」という。） 

 ⑵ 業務内容 

   別添「岩内・寿都地方消防組合人事給与システム仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり 

 ⑶ 業者選定方法 

   公募型プロポーザル方式とし、提案書及びプレゼンテーション等の評価において、

最も点数が高かった業者を受託候補者とする。 

 ⑷ 契約期間 

   契約締結日から５年間の賃貸借契約期間満了まで。 

 ⑸ 見積価格上限額（金額は、いずれも消費税及び地方消費税の額を含む。） 

   １０，０６５，０００円 

   なお、次の項目の上限額をいずれも満たしていること。 

    ・構築等に係る経費  ５，４４５，０００円 

    ・保守等に係る経費  ４，６２０，０００円 

 

３ 担当部署 

  〒045-0013 

  北海道岩内郡岩内町字高台８番地１ 

  岩内・寿都地方消防組合消防本部総務課総務係 

  ＴＥＬ：0135-62-2403  ＦＡＸ：0135-63-1755  

  Ｅ-mail：fh-somu@iwanai-suttsu-area119.jp 

 

４ 参加資格 

  本プロポーザルへの企画提案に参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）

は、参加資格として以下の要件の全てを満たしているものとする。 

 

 



  ① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項に規定する者

でないこと。 

  ② 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項の規定により、競争入札への参加を排除

されている者でないこと。 

  ③ 北海道内に本店又は支店、営業所を有していること。 

  ④ 当組合と同規模以上の自治体において、人事給与システムの導入及び運用実績

を有している者であること。 

  ⑤ 企画提案書提出時点で令和５・６年度の岩内・寿都地方消防組合競争入札参加

資格者名簿に登録されている者であること。 

  ⑥ 契約締結までの間に、国、北海道及び岩内・寿都地方消防組合から競争入札参

加資格者について指名停止等の措置を受けていない者であること。 

  ⑦ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の申立て、

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続き開始の申立て又

は破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産手続きの申立てがされて

いない者であること。 

  ⑧ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条に規定する暴力団及びその構成員でない者であること。 

 

５ 質問及び回答 

  本プロポーザルに関する質問票の提出及び回答は次のとおりとし、提出に際しては、

質疑書（様式第３号）に記載の上、電子メールにて提出すること。その際、件名を「人

事給与システム導入業務に関する質問（貴社名）」とすること。 

  なお、電子メール以外（持参、郵送、電話、ＦＡＸ等）による質疑は受け付けない

ものとし、メール送信した旨を「３ 担当部署」に電話連絡すること。 

  ① 提出期限 

    令和６年７月２日（火）１７時まで【必着】 

  ② 提出場所 

    「３ 担当部署」に同じ 

  ③ 回答方法 

    令和６年７月４日（木）までに、岩内・寿都地方消防組合公式ホームページで

公開する。 

  ④ 留意事項 

   ア 本要領及び仕様書に関する内容以外の質問は受け付けないものとする。 

   イ 提出期限を過ぎたものは受け付けないものとする。 

 

６ 参加表明手続 

  参加希望者は、次のとおり参加表明書及び資料（以下「参加表明書等」という。）

を提出しなければならない。 

  なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと判

断された場合は、本プロポーザルに参加することはできない。 



 

  ① 提出書類（各１部） 

   ア 参加表明書（様式第１号） 

   イ 参加表明事業者の概要調書（様式第２号） 

  ② 提出期限 

    令和６年７月９日（火）【必着】 

  ③ 提出場所 

    「３ 担当部署」に同じ 

  ④ 提出方法 

    電子メールにて提出すること。 

  ⑤ 参加資格審査結果の通知等 

    参加表明書等を提出した者に対しては、参加資格審査終了後、郵送にて書面で

参加資格審査結果を通知する。併せて、参加資格要件を有する者に、企画提案書

等の提出を依頼する。 

 

７ 企画提案書等の提出 

 ⑴ 提出書類 

   ①企画提案書（様式第４号） 

  企画提案書は、次の各号に従い、記載すべき事項内容に基づいて作成すること。 

  用紙の規格は、Ａ４版縦（Ａ３版も可とするが、Ａ４版縦の大きさに折り込む

こと。）とし、任意様式にて作成すること。 

 

番号 項目 記載すべき事項内容 

１ 

 

会社情報 

 

 ・会社情報 

 ・提案システムの導入実績 

２ 

 

 

 

 

提案システムの概要 

 

 

 

 

 ・システムの機能構成 

 ・システムの特徴 

 ・システム間連携 

 ・システムの拡張性・将来性 

 ・セキュリティ対策 

３ 

 

 

業務管理体制 

 

 

 ・導入体制 

 ・導入スケジュール 

 ・制度改正時の対応方針 

４ 

 

運用・保守体制 

 

 ・運用・保守体制 

 ・障害発生時の対応 

５ その他  ・当組合に最適と思われる独自提案 

 

  ②見積書（様式５号） 

   本業務一式について見積書を作成すること。 

 



  ③機能要件一覧表（様式６号） 

   機能要件を満たさず、代替案がある場合には、詳細を説明欄に記載すること。 

有償カスタマイズが発生する場合には、金額を説明欄に記載することとし、見積書 

にも当該費用を含めること。 

 ⑵ 提出部数  

  ① 紙媒体 ５部（会社名等を記入したもの１部、記入しないもの４部） 

   ※ プロポーザルの審査委員が企画提案書を公平に評価するため、提案した企業

名等が特定されないように配慮するためである。企画提案書本文においても、

提案企業名がわからないよう配慮すること。 

  ② 電子データ １枚 

       ＣＤ－Ｒに保存し提出すること。（ＣＤ－Ｒに本業務名、会社名を記載しク

リアケースに入れること。） 

 ⑶ 提出期限 

   令和６年７月２４日（水）【当日の消印有効】 

 ⑷ 提出場所 

   「３ 担当部署」に同じ 

 ⑸ 提出方法 

   書留又は簡易書留による郵送 

 ⑹ 留意事項 

  ① 提出後、企画提案書等の再提出、修正等は一切認めないものとする。 

  ② 本要領や仕様書に示していない内容であっても、当組合にとって有益になると

思われるものについては、積極的に提案すること。 

 

８ 失格要件 

  次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

  ① 「４ 参加資格」を満たしていない場合 

  ② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ③ 実施要領等で示された条件に適合しない場合 

  ④ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

  ⑤ 審査委員会委員又は関係者に対し、この業務に関する助言を求めることや不正

な接触を行った場合 

 

９ 企画提案の審査及び選定 

 ⑴ 審査委員会の設置 

   企画提案の審査評価及び候補者の特定を行うため、人事給与システム導入業務プ

ロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

 ⑵ プレゼンテーション等の実施 

   審査委員会において、提案内容をより理解するため、プレゼンテーション及びヒ

アリングを次のとおり実施する。 

   なお、企画提案書の提出時点で４者以上の提出があった場合は、審査委員会にお



いて一次選定を実施する場合があり、その結果については電子メールで通知するも

のとします。 

  ① 実施日 

    令和６年７月２９日（月）から令和６年８月１日（木）の間で実施 

  ※詳細な日時等については、別途通知する。 

  ② 実施場所 

    岩内・寿都地方消防組合岩内消防署庁舎 

  ③ 実施方法 

   ア １者の持ち時間は７０分以内（デモンストレーション及び企画提案書等に係

るプレゼンテーション６０分、質疑１０分以内）とする。 

   イ デモンストレーションにおいて、下記業務に係る操作の確認は必須とするこ

と。 

   【給与管理】共済組合の計算、給与計算、各種手当計算、年末調整等の操作方法 

   【予算管理】人件費当初予算額及び補正予算額資料等の操作方法 

   【調査管理】給与実態調査等における調査業務操作方法 

ウ プレゼンテーションへの出席者は、予定責任者を含む３名以内とする。 

   エ 必要機材のうち、スクリーン及びプロジェクターは当組合が用意する。その

他プレゼンテーションに必要な機器等がある場合は、事前に当組合と協議する

こと。 

   オ プレゼンテーションを実施する際に、提案書提出時に提出していない新たな

資料を提出することはできない。 

   カ プレゼンテーション当日に指定された場所、時刻に来ない場合は、辞退した

ものとみなす。 

   キ 消防庁舎での実施を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の感染状況

等を考慮し、オンラインによる実施も検討することとし、その際は別途通知す

る。 

 ⑶ 契約候補者の選定 

   審査委員会において、企画提案書・見積額・プレゼンテーションの内容を評価・

採点した結果を集計し、最も得点の高かった者を委託契約交渉順位第一位の受託候

補者とし、次点の者を準受託候補者として選定する。 

⑷ 結果通知 

   審査結果については、参加者に書面にて通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 審査基準 

  審査に対する評価項目、評価内容及び配点は次のとおりとする。 

№ 評価項目 評価内容 配点 

① 

 

 

 

 

 

 

業務遂行体制 

 

 

 

 

 

 

本業務を円滑に実施できる適切な執行体制

となっており、十分な人員が確保されている

か。 

１５ 

 

 

 

 

 

 

総括責任者及び業務担当者が必要な知見、専

門知識、ノウハウを有しているか。 

委託期間内で実施可能なスケジュール計画

となっているか。 

② 

 

業務実績 

 

過去に同様の業務・事業に取り組んだ経験が

あり、十分な業務実績があるか。 

１０ 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

システム要件 

 

 

 

 

 

機能要件を満たしているか。また、カスタマ

イズの費用は適切か。 

３５ 

 

 

 

 

 

仕様書に定める他のシステムとの連携は可

能か。 

セキュリティ対策等が明確に示されている

か。 

④ 

 

データ移行 

 

現行システムからのデータ移行は支障なく

行えるか。 

５ 

 

⑤ 

 

 

 

稼働支援・運用保守 

 

 

 

操作研修は適切に実施されるか。また、操作

にあたってのマニュアルがあるか。 

５ 

 

 

 

システム導入後のサポート体制、障害発生時

の対応などは充実しているか。 

⑥ 

 

見積価格 

 

提案内容に見合った適切な見積価格となっ

ているか。 

２０ 

 

⑦ 

 

独自提案 

 

職員の負担軽減、業務効率化などに係る具体

的提案があるか。 

１０ 

 

合    計 

 

１００ 

 

 

11 契約に関する事項 

 ⑴ 本業務委託契約は、指名選考委員会での審議を経た後、正式に見積書を徴収の上、

随意契約の方法により契約を締結するものとする。ただし、受託候補者との協議が

合意に達しない場合は、準受託候補者と同様の協議を行うものとする。 

 ⑵ 契約締結後においても、受託者に本提案における失格事項、不正又は虚偽記載等

と認められる行為が判明した場合は、契約を解除できるものとする。 

 



12 応募の辞退 

  参加表明書等の提出後、本プロポーザルを辞退する場合は、辞退届（様式第７号）

をプレゼンテーション実施日の前日までに「３ 担当部署」に郵送（※必着）により

提出すること。 

 

13 その他 

 ⑴ 本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、全て参加者の負担とする。 

 ⑵ 各提出書類について、提出期限以降の差替え及び再提出は認めないものとする。 

 ⑶ 提出された企画提案書等は、一切返却しないものとする。 

 ⑷ 企画提案書等のため作成した資料や本から受領した資料は、本当組合の許可なく

公表又は使用することはできない。 

 ⑸ 企画提案書等提出書類に係る知的財産権の取り扱いは、所定の法令の定めるとこ

ろに従うものとする。ただし、当組合は、本業務に係る範囲において必要があると

認めた場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

 ⑹ 本プロポーザルにおいて使用する言語や通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 ⑺ 参加者が１者のみであっても、参加資格を有する業者であれば本プロポーザルを

実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 スケジュール（予定） 

 

  本プロポーザルの実施スケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

実施内容 

 

日 程 

 

プロポーザル実施公告 

 

令和 6 年 6 月 24 日（月） 

 

参加表明・企画提案に関する質問票の提出期限 

 

令和 6 年 7 月 2 日（火） 

 

質問に対する回答の公表 

 

令和 6 年 7 月 4 日（木） 

 

参加表明書の提出期限 

 

令和 6 年 7 月 9 日（火） 

 

参加資格審査結果通知及び企画提案書の提出

依頼 

令和 6 年 7 月 11 日（木）までに通知 

 

企画提案書等の提出期限 

 

令和 6 年 7 月 24 日（水） 

 

プレゼンテーションの参加要請通知 

（プレゼンテーション日時の通知） 

令和 6 年 7 月 26 日（金）頃 

 

プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

 

令和 6 年 7 月 29 日（月）から 

令和 6 年 8 月 1 日（木）の間で実施 

選考結果通知 令和 6 年 8 月 2 日（金）までに通知 

業務委託契約の締結（随意契約） 令和 6 年 8 月上旬予定 

 


